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青
森
県
告
示
第
三
百
五
十
一
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

家
畜
伝
染
病
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
五
十
二
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
六
月
十
八
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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家
畜
伝
染

病
の
種
類

家
畜
の

種

類

患
畜
、
疑
似

患
畜
の
別

頭
数

発
生
の
場
所
又
は
区
域

発

生

年
月
日

ヨ
ー
ネ
病

牛

患

畜

�

五
所
川
原
市

平
成

��･

�･

��

牛

患

畜

�

下
北
郡
東
通
村

��･

�･

�	
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青
森
県
告
示
第
三
百
五
十
三
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十

年
七
月
七
日
免
許
し
た
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
つ
い
て
、
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
二
十
二
年
五
月
十
一
日
次
の
と
お
り
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
し
ゅ
ん
功
の
認
可
を
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
免
許
等
の
関
係
図
書
の
写
し
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
ま

で
大
間
町
役
場
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
さ
れ
る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
九
日

大
間
港
港
湾
管
理
者

青

森

県

代
表
者

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
知
事

三
村

申
吾

二

埋
立
区
域

１

位
置

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
大
間
平
一
七
の
一
八
〇
二
、
一
七
の
二
八
三
、
一
七
の
二
八
一
、

一
七
の
二
七
九
、
一
七
の
二
七
七
、
一
七
の
二
七
五
、
一
七
の
二
七
三
、
一
七
の
二
七
一
、
一

七
の
二
六
九
、
一
七
の
二
六
七
、
一
七
の
二
六
五
、
一
七
の
二
六
三
、
一
七
の
二
六
一
、
一
七

の
二
五
九
、
一
七
の
二
五
七
、
一
七
の
一
七
六
九
の
地
先
公
有
水
面
及
び
五
一
番
地
に
接
す
る

公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑯
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
十
九
年
の
春
分

の
日
の
満
潮
位

(

Ｃ
・
Ｄ
・
Ｌ
＋
〇
・
八
一
〇
メ
ー
ト
ル)

に
お
け
る
、
公
有
水
面
と
陸
地
と

の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

大
間
港
北
防
波
堤
灯
台

(

北
緯
四
一
度
三
二
分
一
二
秒
、
東
経
一
四
〇
度
五
四
分

一
八
秒)

か
ら
三
五
度
一
〇
分
二
七
秒

六
七
四
・
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら

三
六
度
三
七
分
一
三
秒

三
〇
・
二
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら

四
〇
度
〇
六
分
三
〇
秒

八
八
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら

三
一
度
三
三
分
三
一
秒

二
〇
・
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら

一
四
度
〇
五
分
四
一
秒

二
八
・
五
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら

三
五
九
度
三
四
分
一
四
秒

六
五
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら

八
九
度
一
八
分
三
六
秒

四
・
一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら

一
七
九
度
五
二
分
三
三
秒

一
〇
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点

⑧
の
地
点
か
ら

一
七
一
度
三
一
分
二
七
秒

三
〇
・
二
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点

⑨
の
地
点
か
ら

一
七
九
度
〇
〇
分
〇
〇
秒

一
八
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑪
の
地
点

⑩
の
地
点
か
ら

一
九
一
度
四
七
分
四
五
秒

二
九
・
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑫
の
地
点

⑪
の
地
点
か
ら

二
〇
八
度
四
三
分
三
〇
秒

三
一
・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑬
の
地
点

⑫
の
地
点
か
ら

二
一
七
度
二
八
分
三
六
秒

一
六
・
一
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑭
の
地
点

⑬
の
地
点
か
ら

二
二
二
度
五
一
分
〇
三
秒

五
〇
・
三
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑮
の
地
点

⑭
の
地
点
か
ら

二
二
〇
度
三
〇
分
一
八
秒

三
〇
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑯
の
地
点

⑮
の
地
点
か
ら

二
一
三
度
五
三
分
五
一
秒

二
〇
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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１ 図
面
番
号

県

道

道
路
の

種

類

中
野
北
高
岩

停
車
場
線

路
線
名

八
戸
市
大
字
上
野
字
上
明
戸
二
四
の
三
か
ら

八
戸
市
大
字
上
野
字
堀
端
二
六
の
一
ま
で

八
戸
市
大
字
上
野
字
上
明
戸
二
四
の
三
か
ら

八
戸
市
大
字
上
野
字
堀
端
三
二
の
三
ま
で

八
戸
市
大
字
上
野
字
上
明
戸
二
四
の
三
か
ら

八
戸
市
大
字
上
野
字
堀
端
三
二
の
三
ま
で

変

更

の

区

間

後 後 前
変
更
の

前
後
別

一
五
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

五
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

五
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

六
一
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

六
三
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

六
三
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考
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３

面
積

一
、
六
五
六
・
〇
八
平
方
メ
ー
ト
ル

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｒ
Ｅ
１
０
３

一
ブ
ロ
ッ
ク

青
森
市
大
字
浜
田
字
玉
川
一
九
六
の
一
〇

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
北
株
式
会
社

秋
田
県
秋
田
市
土
崎
北
一
丁
目
六
の
二
五

代
表
取
締
役

勝
浦
二
郎

外

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
二
年
五
月
十
九
日
か
ら
同
年
九
月
十
九
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
二
年
九
月
十
九
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｒ
Ｅ
１
０
３

二
ブ
ロ
ッ
ク

青
森
市
大
字
浜
田
字
玉
川
一
九
六
の
一
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

青 森 県 報������	
�� �� 第3238号�

変

更

前

変

更

後

変
更
年
月
日

株
式
会
社
サ
ン
シ
テ
ィ

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
八

の
一

代
表
取
締
役

小
出
泰
啓

株
式
会
社
サ
ン
シ
テ
ィ

東
京
都
中
央
区
八
丁
堀
一
丁
目
五

の
一

代
表
取
締
役

星
山
泰
洙

(

住
所
変
更)

平
成
��･
�･
��

(

代
表
者
変
更)

��･

�･
�	

� �



� �

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
サ
ン
デ
ー

八
戸
市
根
城
六
丁
目
二
二
の
一
〇

代
表
取
締
役
社
長

和
田
正
徳

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
二
年
五
月
十
九
日
か
ら
同
年
九
月
十
九
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
二
年
九
月
十
九
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｒ
Ｅ
１
０
３

三
ブ
ロ
ッ
ク

青
森
市
大
字
浜
田
字
玉
川
一
九
六
の
一
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
西
松
屋
チ
ェ
ー
ン

兵
庫
県
姫
路
市
飾
東
町
庄
二
六
六
の
一

代
表
取
締
役
社
長

大
村
禎
史

外

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
二
年
五
月
十
九
日
か
ら
同
年
九
月
十
九
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

青 森 県 報平成22年５月19日 水曜日 第3238号 �

変

更

前

変

更

後

変
更
年
月
日

株
式
会
社
サ
ン
シ
テ
ィ

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
八

の
一

代
表
取
締
役

小
出
泰
啓

株
式
会
社
サ
ン
シ
テ
ィ

東
京
都
中
央
区
八
丁
堀
一
丁
目
五

の
一

代
表
取
締
役

星
山
泰
洙

(

住
所
変
更)

平
成
��･

�･

��

(

代
表
者
変
更)

��･

�･

�	

変

更

前

変

更

後

変
更
年
月
日

株
式
会
社
サ
ン
シ
テ
ィ

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
八

の
一

代
表
取
締
役

小
出
泰
啓

株
式
会
社
サ
ン
シ
テ
ィ

東
京
都
中
央
区
八
丁
堀
一
丁
目
五

の
一

代
表
取
締
役

星
山
泰
洙

(

住
所
変
更)

平
成
��･

�･

��

(

代
表
者
変
更)

��･

�･

�	

� �



� �

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
二
年
九
月
十
九
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大

別
内
金
浜
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業

(

経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業)
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
日
か
ら
同
年
六
月
十
六
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

青
森
市
役
所

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山

城
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業

(

た
め
池
等
整
備
事
業)

計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
日
か
ら
同
年
六
月
十
六
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

青
森
市
役
所

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
五
十
七
号

警
備
業
法

(

昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号)

第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
を

次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

(

平
成
十
七
年
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
二
十
号
。
以
下

｢

検
定
規
則｣

と
い
う
。)

第
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
九
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

阿

保

�

子

一

検
定
の
実
施
日
時
及
び
場
所

１

実
施
日
時

平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
八
日

(

土)

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間

２

場
所

青
森
市
大
字
三
内
字
丸
山
一
九
八
の
四

青
森
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

二

検
定
を
行
う
警
備
業
務
の
種
別
及
び
級

検
定
規
則
第
一
条
第
六
号
に
規
定
す
る
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務

二
級

三

検
定
の
定
員

青 森 県 報������	
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三
十
人

(

予
定)

四

受
検
資
格

１

青
森
県
内
に
住
所
地
を
有
す
る
者

２

青
森
県
外
に
住
所
地
を
有
す
る
者
で
青
森
県
内
に
所
在
す
る
営
業
所
に
属
す
る
警
備
員
で
あ

る
も
の

五

検
定
の
方
法
及
び
内
容

１

方
法

検
定
は
、
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
と
し
、
学
科
試
験
に
合
格
し
な
か
っ
た
者
に
対
し
て
は
、

実
技
試
験
は
行
わ
な
い
。

２

内
容

�

学
科
試
験

�

警
備
業
務
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

�

法
令
に
関
す
る
こ
と
。

�

貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
用
車
両
並
び
に
車
両
に
よ
る
伴
走
及
び
周
囲
の
見
張
り
に
関
す

る
こ
と
。

�

運
搬
中
の
現
金
、
貴
金
属
、
有
価
証
券
等
の
貴
重
品
に
係
る
盗
難
等
の
事
故
が
発
生
し

た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

�

実
技
試
験

�

貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
用
車
両
並
び
に
車
両
に
よ
る
伴
走
及
び
周
囲
の
見
張
り
に
関
す

る
こ
と
。

�

運
搬
中
の
現
金
、
貴
金
属
、
有
価
証
券
等
の
貴
重
品
に
係
る
盗
難
等
の
事
故
が
発
生
し

た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

六

検
定
申
請
の
手
続

１

検
定
申
請
の
受
付
期
間
及
び
受
付
時
間

�

受
付
期
間

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
二
日

(

火)

か
ら
同
年
七
月
十
三
日

(

火)

ま
で
の
間

(

土
曜

日
及
び
日
曜
日
を
除
く
。)

�

受
付
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間

�

受
付
の
締
切
り

検
定
申
請
の
受
付
は
先
着
順
と
し
、
検
定
申
請
者
の
人
員
が
予
定
定
員
に
達
し
次
第
、
受

付
を
締
め
切
る
。

２

検
定
申
請
の
受
付
場
所

次
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
、
そ
の
い
ず
れ
か
に
申
請
す
る
こ
と
。

�

青
森
県
内
に
住
所
地
を
有
す
る
者
は
、
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

(

警
察
署
分
庁
舎
を

含
む
。)

の
生
活
安
全
課
又
は
刑
事
生
活
安
全
課

�

青
森
県
外
に
住
所
地
を
有
す
る
者
で
青
森
県
内
に
所
在
す
る
営
業
所
に
属
す
る
警
備
員
は
、

当
該
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

(

警
察
署
分
庁
舎
を
含
む
。)

の
生
活
安
全
課

又
は
刑
事
生
活
安
全
課

３

申
請
方
法

六
の
２
の
受
付
場
所
に
検
定
申
請
の
書
類
及
び
検
定
手
数
料
を
持
参
し
て
申
請
を
行
う
こ
と

と
し
、
郵
送
等
に
よ
る
申
込
み
は
認
め
な
い
。

４

検
定
申
請
の
書
類

検
定
規
則
別
記
様
式
第
一
号
の
検
定
申
請
書
一
通
に
、
検
定
申
請
者
が
四
の
１
に
該
当
す
る

者
は
次
に
掲
げ
る
�
及
び
�
の
書
面
等
を
、
四
の
２
に
該
当
す
る
者
は
次
に
掲
げ
る
�
及
び
�

の
書
面
等
を
、
そ
れ
ぞ
れ
添
付
す
る
こ
と
。

�

住
所
地
を
疎
明
す
る
書
面

(

住
民
票
の
写
し
、
自
動
車
運
転
免
許
証
の
写
し
等)

一
通

�

営
業
所
に
属
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面

一
通

�

写
真

(

申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ

三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に

氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の)

二
葉

５

受
検
手
数
料

一
万
六
千
円
の
青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
検
定
申
請
書
提
出
時
に
納
入
す
る
こ
と
。

七

検
定
受
付
時
間

当
日
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
九
時
ま
で
の
間

八

そ
の
他

１

検
定
申
請
者
に
は
、
検
定
申
請
書
を
提
出
し
た
警
察
署
に
お
い
て
受
検
票
を
交
付
す
る
。

２

合
格
者
に
対
し
て
は
、
成
績
証
明
書
を
交
付
す
る
。

３

受
検
に
際
し
て
は
、
受
検
票
、
筆
記
用
具
を
持
参
す
る
こ
と
。

九

検
定
申
請
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

１

青
森
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課

電
話
〇
一
七
―
七
二
三
―
四
二
一
一
内
線
三
〇
四
五

２

青
森
県
内
の
警
察
署

(

警
察
署
分
庁
舎
を
含
む
。)

の
生
活
安
全
課
又
は
刑
事
生
活
安
全
課
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収

用

委

員

会

公
示
送
達

土
地
収
用
法

(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
裁
決

書
の
正
本
を
送
達
す
る
に
当
た
り
、
土
地
収
用
法
施
行
令(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号)

第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
土
地
収
用
法
施
行
令
第
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
送
達
を
行
う
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
九
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

平

田

由

世

一

送
達
す
べ
き
裁
決
書
の
名
称

平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
六
日
付
け
裁
決
書

二

送
達
を
受
け
る
べ
き
者

別
表
の
と
お
り

三

送
達
す
べ
き
書
類
の
保
管
場
所

一
の
裁
決
書
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
内
に
お
い
て
保
管
し
て
い
る
の
で
、
い
つ
で
も

そ
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

四

そ
の
他

一
の
裁
決
書
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
三
日
を
も
っ
て
送
達
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

別
表

青 森 県 報������	
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氏
名

住
所

成
田

喜
作

住
所
不
明

た
だ
し
､
登
記
簿
上
の
住
所

青
森
県
青
森
市
大
字
駒
込
字
桐
ノ
沢
87番
地

�
坂

博
美

住
所
不
明

た
だ
し
､
住
民
票
の
除
票
の
住
所

大
阪
府
大
阪
市
西
成
区
太
子
２
丁
目
２
番
18号

木
村

春
光

住
所
不
明

た
だ
し
､
住
民
票
の
除
票
の
住
所

青
森
県
青
森
市
松
森
３
丁
目
20番
45号

千
葉

則
映

住
所
不
明

た
だ
し
､
住
民
票
の
除
票
の
住
所

茨
城
県
神
栖
市
柳
川
3987番

地
６

マ
リ
ン
ブ
リ
ー
ズ
Ｊ
ｒ
.
３
ｒ
ｄ
207

木
村

誠

住
所
不
明

た
だ
し
､
住
民
票
の
除
票
の
住
所

埼
玉
県
東
松
山
市
殿
山
町
30番
地
９

パ
ス
ト
ラ
ル
Ｃ
棟
102

小
笠
原

了
子

住
所
不
明

た
だ
し
､
住
民
票
の
除
票
の
住
所

東
京
都
世
田
谷
区
上
馬
４
丁
目
14番
６
号

サ
ン
メ
ー
ル
駒
沢
３
－
Ｅ

鈴
木

一
弥

住
所
不
明

た
だ
し
､
住
民
票
の
住
所

東
京
都
新
宿
区
百
人
町
１
丁
目
12番
11号

今
井
ビ
ル
103

原
子

秋
世

住
所
不
明

た
だ
し
､
住
民
票
の
住
所

神
奈
川
県
横
浜
市
西
区
東
久
保
町
17番
11号

三
上

カ
リ

住
所
不
明

た
だ
し
､
登
記
簿
上
の
住
所

青
森
県
青
森
市
大
字
横
内
字
亀
井
４
番
地

鳴
海

孝
己

住
所
不
明

た
だ
し
､
住
民
票
の
除
票
の
住
所

東
京
都
大
田
区
東
矢
口
三
丁
目
18番
12号

㈱
共
栄
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

成
田

サ
ダ

住
所
不
明

た
だ
し
､
戸
籍
の
附
票
の
住
所

韓
国
金
羅
北
通
任
実
郡
新
徳
面
照
月
里
363

齊
藤

常
夫

住
所
不
明

た
だ
し
､
戸
籍
の
附
票
の
住
所

東
京
都
北
区
滝
野
川
２
丁
目
12番
13号

栗
田
荘

� �
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


